
【契約者】兵庫県職員労働組合

病気やケガで長期療養になった場合、失われた所得に代わり、月額最高１０万円または

５万円を５年（５５～６４歳の方は３年が限度）または３年を限度に補償します。

※「長期療養収入補償コース」のみではご加入できません。

（「MAS」とセットでご加入ください。）

MY-A-23-LF-000705 MYG-A-22-LF-554

【MAS(Minimum Assist System)】は兵庫県の職員労働組合

の組合員のための福利厚生制度です。

申込締切日(支部必着)

2022年12月14日(水)

責任開始期（加入日）

2023年4月1日(土)

剰余金

≪お知らせ≫

昨年度からパンフレットが電子化されました。

右記の二次元コードの読み取り、

または以下のURLよりご覧ください。
保障内容、保険料等の詳細は、パンフレットをご確認ください

〈URL〉

https://digital-pamphlet.jp/080/a.pdf

〈二次元コード〉

②長期療養収入補償コース
精神障害補償特約付妊娠に伴う身体障害補償特約付天災補償特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】

裏面もご確認ください！

剰余金

①MAS 新・団体定期保険【生命保険】

MAS

※「ＭＡＳ」は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。配当率はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、

将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。(但し、「長期療養収入補償コース」については配当金はありません)

集まった保険料の中から

死亡・

高度障害保険金
が支払われます

ライトプラスコース
100万円の保障で

選択の幅が

広がりました！

剰余金

制度

運営費

支払い

各支部 募集期間

2022年11月29日(火)

～

2022年12月 9日(金)



ｓ

剰余金

＜「MAS」の特長＞

◇死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を受け取ることができます

◇死亡・高度障害保険金は一時金で受け取ることができます

◇１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合、制度運営費を除き配当金として還付いたします

１．組合員が万一（死亡・高度障害）の際には、まとまった支出への一時金

の準備が必要となります

２．万一（死亡・高度障害）の備えとして「MAS」のご加入をおすすめします

各コースの月額掛金

①MAS 新・団体定期保険【生命保険】

②長期療養収入補償コース
精神障害補償特約付妊娠に伴う身体障害補償特約付天災補償特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】

以下の特約がセットされています。

① 精神障害補償（２４カ月が限度）② 妊娠に伴う身体障害補償③ 天災補償

※それぞれの告知内容を必ずご確認いただき、お申込みください。

※制度内容等詳細につきましては、パンフレットをご一読ください。

申込金額（万円）
死亡高度障害時

（死亡・高度障害保険金）
（万円）

月払保険料（円）

（ライトコース）　　　　 　　３０  ３０ １０２
（ライトプラスコース）　 １００ １００ ３４０
（基本コース）　　 　　　 １９０ １９０ ６４６
（充実コース）            ２９０ ２９０ ９８６
（拡大コース）            ３９０ ３９０ １,３２６

本人

月額最高１０万円を給付※


